
令和3年6月1日 市川市長

電算処理ファイル 無

該当 該当

実施機関非識別加工
情報の本人の数

実施機関非識別加工
情報に含まれる情報
の項目

※「市川市個人情報保護条例第５章の２の規定による実施機関非識別加工情報の提供に関する規則第５条第８号に該当する個人
　情報ファイル」は、「個人情報ファイルの種別」において“市川市個人情報保護条例第２条第９号ア（電算処理ファイル）”
　を選択した場合にのみ記載。

個人情報ファイルの種別

実施機関非識別加工情報の提案を
募集する個人情報ファイル

備考

実施機関非
識別加工情
報の概要

作成された実施機関非識別加工情
報をその用に供して行う事業に関
する提案を受ける組織の名称及び
所在地

総務部総務課　市川市八幡１丁目１番１号（市川市役所第１庁舎）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

１．氏名　２．性別　３．生年月日　４．住所　５．課税情報（世帯員）　６．個人番号　７．銀行口
座　８．電話番号　９．在園施設名　１０．特定教育・保育施設等に係る利用者負担額

子ども子育て支援新制度システム

作成年月日
（修正した場合にあっては、直近
の修正年月日）

保育施設等への利用希望申請の登録・管理・利用調整、保育の必要性の認定、保育料の徴収等に関する
事務の対象となる世帯状況等の把握を行うため

記録項目

記録情報の経常的提供先

記録情報の収集方法 児童の保護者、住民基本台帳システム、公用請求により官公署等

実施機関の名称

こども政策部 こども施設入園課

記録範囲

総務部総務課　市川市八幡１丁目１番１号（市川市役所第１庁舎）

児童、その世帯員（平成27年度以降）

市川市個人情報保護条例第２４条の８第１項に
おいて準用する市川市公文書公開条例第１５条
第１項又は第２項の規定により第三者の保護に
関する手続が執られる個人情報ファイル

市川市個人情報保護条例第５章の２の規定によ
る実施機関非識別加工情報の提供に関する規則
第５条第８号に該当する個人情報ファイル※

無

実施機関非識別加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地


